
【高等教育修学支援新制度】

項 目
減 免 額

Ⅰ区分 Ⅱ区分 Ⅲ区分

入学金 ２５０，０００ １６６，７００ ８３，４００

前期授業料 ３５０，０００ ２３３，４００ １１６，７００

後期授業料 ３５０，０００ ２３３，３００ １１６，７００

年 額 ９５０，０００ ６３３，４００ ３１６，８００

＜入学金・授業料＞減免額

（単位：円）

（注１）高等教育修学支援新制度の採用者は、正規学費から区分に応じた金額が減免されます。
納付済みの場合は、還付となります。

（注２）入学金は、新入学生で減免開始が4月からの採用者のみとなります。
（注３）本制度の減免対象外である施設設備費や実験実習費等の学費納付が別途必要となります。


